
婦 人 保 護 事 業 の 概 要

１．根拠法
①売春防止法（昭和32年制定）
②配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（平成13年制定/16年/19年改正/25年改正）

２．対象女性 （「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保護事業の実施について＜局長通知＞）

①売春経歴を有する者で、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者
②売春経歴は有しないが、その者の生活歴、性向又は生活環境等から判断して現に売春を行うおそれ
があると認められる者
③配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む）
④家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、かつ、その問題を
解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者

⑤人身取引被害者（婦人相談所における人身取引被害者への対応について＜課長通知＞）
⑥ストーカー被害者（「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に対応した婦人保護事業の実施について

＜課長通知＞）
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３．実施機関等
①婦人相談所（配偶者暴力相談支援センター）及び一時保護所
②婦人相談員（都道府県婦人相談所・市福祉事務所等）
③婦人保護施設（都道府県・社会福祉法人）
④このほか、一時保護の委託先として母子生活支援施設、民間シェルターなど
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○売春防止法に基づき都道府県に設置され、また、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律に基づく業務も行う

○全ての都道府県に設置 全国４９か所（平成２５年度）

○一時保護機能を持ち、要保護女子、ＤＶ被害者、人身取引被害者ストーカー被害者等
の相談・支援、一時保護委託を行う

○一時保護に係る人件費や入所者の生活費について、婦人保護事業費負担金にて対応
（国1/2 都道府県1/2）

※一時保護所の職員配置基準（定員５０人以下）

施設長１ 指導員２ 看護師１ 事務員１ 栄養士１ 調理員等３ 嘱託医

○婦人相談所活動費、外国人婦女子緊急一時保護経費等の一部について、婦人相談所
運営費負担金にて対応 （国1/2 都道府県1/2）
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婦人相談所の現状



婦人相談員
全国 1,235人
（平成25年

4月1日現在）

相談
カウンセリング
情報提供

福祉事務所（もしくは市町村）

生活保護 母子生活支援施設入所
保育所入所 子育て短期支援事業
母子家庭等日常生活支援事業

児童扶養手当の支給 等

被
害
者

自

立

配偶者暴力相談支援センター
２３７か所（平成２６年１月１日現在）

婦人相談所 ４９ヶ所
（平成25年4月1日現在）

相談 カウンセリング 情報提供
一時保護（民間シェルター等への委託
を含む）
同伴児童への対応
婦人保護施設への入所 等

母子家庭等就業・自立支援センター
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等

公共職業安定所（ハローワーク）
特にマザーズハローワーク・マザーズサロン・マザーズコーナーにおける

子育て女性などに対する就職支援

児童相談所
心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等
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民間シェルター

婦 人 保 護 事 業 関 係 機 関 （概要）

婦人保護
事業関連

婦人保護
事業以外の
厚生労働省
所管事業

婦人
保護施設

生活支援
心理的ケア
自立支援

母子生活
支援施設

生活支援
子育て支援

心理的ケア
自立支援
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９,１７２人
(59.2%)

５７１人 (3.7%)

２４８人 (1.6%)

婦人相談所が受付けた来所相談の内容（主訴別）

○ 「夫等からの暴力」を内容とする相談は来所相談全体の５９．２％。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせると、全体の６７．４％を暴力被害
の相談が占めている。

７９５人 (5.1%)

合計：１５,４９３人

９５９人 (6.2%)

１５５人 (1.0%)
うちストーカー被害者３３人

２，４９８人
(16.1%)

４８５人(3.1%)

６１０人(4.0%)

夫等からの暴力

その他の人間関係

住居問題・帰住先なし 医療関係（精神、妊娠・出産を含む）

平成２４年度
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５

合計：６，１８９人

４，３７３人
(70.7%)

４９１人
(7.9%)

７１３人
(11.5%)

３５人
(0.6%)

３６人(0.6%)

婦人相談所における一時保護の理由（主訴別）

○ 「夫等からの暴力」を理由とする保護が全体の７０．７％を占めている。

○ 「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の３つを合わせて、全体の８３．９％を暴力被害が
占めている。

３２６人
(5.3%)

１０８人
(1.7%)

８８人（1.4%）

うちストーカー
被害者26人

１９人(0.3%)

子・親・親族からの暴力

交際相手等からの暴力

暴力以外の家族親族の問題
（離婚問題を含む）

その他の人間関係

住居問題・
帰住先なし

医療関係
（精神、妊娠・出産を含む）

経済関係
男女・性の問題
（売春を含む）

夫等からの暴力

平成２４年度



○ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成十二年法律第八十一号）（抄）
新旧対照表 （傍線部分は改正部分）

（国、地方公共団体、関係事業者等の支援等）

第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行

為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ス

トーカー行為等の相手方に対する婦人相談所

その他適切な施設による支援並びにストーカー

行為等の防止に関する活動等を行っている民

間の自主的な組織活動の支援に努めなければ

ならない。

２ 国及び地方公共団体は、前項の支援等を図

るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組

織活動の支援に係る施策を実施するために必

要な財政上の措置その他必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。

３・４ 〔略〕

⑥

改 正 後 改 正 前

（国、地方公共団体、関係事業者等の支援）

第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行

為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ス

トーカー行為等の相手方に対する支援並びに

ストーカー行為等の防止に関する活動等を行っ

ている民間の自主的な組織活動の支援に努め

なければならない。

〔新設〕

２・３ 〔略〕


